
令和７年度第２回龍ケ崎市子ども読書活動推進委員会 
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令和８年度取組計画（案） 
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龍ケ崎市子ども読書活動 

推進委員会会議資料 

 

 

 

 
開催日時 令和８年１月２８日（水）午後１時半から 

開催場所 龍ケ崎市役所本庁舎 5階 全員協議会室にて 

 

龍ケ崎市教育委員会 文化・生涯学習課 



基本方針
主担当

（副担当）

（１）学校における取組み ① 　学校図書館の蔵書内容の充実 教育総務課

① 　市立図書館の蔵書内容の充実 市立図書館

② 　市立図書館の電子図書館の充実 市立図書館

③ 　配慮や支援を必要とする子どもたちの図書の充実
市立図書館

（障がい福祉課）

④ 　市立図書館のレファレンスの強化 市立図書館

⑤ 　中央図書館の赤ちゃんタイムの実施 市立図書館

① 　みんなにすすめたい一冊の本事業の実施 指導課

② 　読書指導
教育総務課
（指導課）

① 　子育て支援センターにおける啓発活動 こども家庭センター

② 　市立図書館における子ども向けイベントの開催 市立図書館

③ 　市立図書館におけるおはなし会の開催 市立図書館

④ 　市立図書館における児童図書の展示 市立図書館

① 　教職員の理解の促進 指導課

② 　学校図書館司書の研修 教育総務課

① 　プレパパ・プレママへの読書啓発
市立図書館

(こども家庭セン
ター)

② 　市立図書館司書の研修 市立図書館

① 　市立図書館団体貸出の実施と活用 市立図書館

② 　読み聞かせボランティアの活用・支援
市立図書館

（教育総務課）

③ 　ブックスタートの実施
市立図書館

（健康増進課）

④ 　市立図書館の出前講座の実施 市立図書館

① 　子ども読書の日、こどもの読書週間、読書週間の周知

市立図書館
（指導課）

（障がい福祉課）
(こども家庭セン

ター)

（２）地域における取組み

　基本方針２　家庭・学校等・地域の連携

　基本方針３　子どもの読書活動に対する理解の促進

施策項目 施策名

　基本方針１　子どもの読書環境の整備・充実

１　読書サービスの充実
（２）地域における取組み

２　読書の契機づくり

（１）学校における取組み

（２）地域における取組み

３　子どもの読書に関る大人への支援・育成

（１）学校における取組み

 1ページ



　龍ケ崎市子ども読書活動推進計画（第四次）令和８年度取組計画（案）

〈市立図書館の取組み〉

施策名 市立図書館の蔵書内容の充実 項目 基本方針１－施策項目１－（２）－ ①

達成目標 点訳絵本　年6冊購入

施策名 市立図書館の電子図書館の充実 項目 基本方針１－施策項目１－（２）－ ②

達成目標 読み放題パックの選定2種と月1回の特集テーマ更新

施策名
配慮や支援を必要とする子どもたちの図書の充実
（副担当：障がい福祉課）

項目 基本方針１－施策項目１－（２）－ ③

達成目標 団体貸出　年960冊

第四次計画
市立図書館が、障がいの状況に応じた絵本を選書して、つぼみ園の療育に
必要な本や図書館で貸出する本の収集を行います。

令和８年度
取組計画
（案）

療育に役立つ図書を毎月80冊団体貸出し、定期的に搬送を行います。ま
た、つぼみ園からのリクエストや図書館司書の選書により、療育に有効な
図書を購入します。

第四次計画

読書習慣を身に付ける契機となるよう優良図書の購入に努め、蔵書の充実
を図ります。
配慮が必要な子どもの読書を推進するため、LLブック、布の絵本、さわる
絵本等の購入を進めます。
また、必要に応じて、相互貸借を活用していきます。

令和８年度
取組計画
（案）

茨城県の優良図書や、夏休みの課題図書を揃えます。各種の賞をとった児
童書や書評等で紹介された本を購入します。配慮が必要な子どもの読書を
推進するため、点訳絵本やLLブック、布の絵本、さわる絵本を購入しま
す。

第四次計画
中高生向けの電子書籍を積極的に受け入れるとともに、電子図書館の案内
を行います。

令和８年度
取組計画
（案）

電子図書館のサイトで同時アクセス可能な「読み放題パック」を中高生向
けに選定し、利用促進に努めます。また、同サイトで中高生向けの特集
テーマを設定し、興味を持ち続けられるようにします。
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施策名 市立図書館のレファレンスの強化 項目 基本方針１－施策項目１－（２）－ ④

達成目標 児童レファレンス件数　30件

施策名 中央図書館の赤ちゃんタイムの実施 項目 基本方針１－施策項目１－（２）－ ⑤

達成目標 イベント回数　2回

施策名 市立図書館における子ども向けイベントの開催 項目 基本方針１－施策項目２－（２）－ ②

達成目標 イベント　11回開催

施策名 市立図書館におけるおはなし会の開催 項目 基本方針１－施策項目２－（２）－ ③

達成目標 おはなし会　46回開催

施策名 市立図書館における児童図書の展示 項目 基本方針１－施策項目２－（２）－ ④

達成目標 児童向け展示　12回展示

第四次計画

子どもが興味ある本と出合う機会を提供するために、レファレンスサービ
スを強化します。
また、レファレンス事例を分析して、児童サービスや図書の購入に反映し
ます。

令和８年度
取組計画
（案）

夏休み期間中児童レファレンス専用窓口を設けます。また、問い合わせの
多いテーマでパスファインダーを作成し、館内に設置します。

第四次計画

保護者と子どもが気兼ねなく会話や読み聞かせを楽しむことができる、赤
ちゃんタイムを実施します。
また、子育て情報の提供や保護者が参加するイベントを開催するなど、保
護者同士の情報交換の場として活用します。

令和８年度
取組計画
（案）

毎月1回赤ちゃんタイムを設け、子育て世代に役立つイベントを年2回実施
します。

第四次計画
子どもの読書や図書館利用に結びつくような内容で、講座やイベントを開
催します。

令和８年度
取組計画
（案）

夏休み子ども向けイベント　年4回
SPおはなし会　　　　　　　年6回
子ども司書　　　　　　　　年2回
子ども映画会　　　　　　　年2回　　　　イベント開催数 計14回

第四次計画
子どもの発達段階に合わせ、おはなし会を定期的に開催します。また、図
書館で実施する子ども向けイベント等において、イベント内容にあったお
はなし会を開催します。

令和８年度
取組計画
（案）

おはなし会　　　　　　　　年22回
こぐまちゃんのおはなし会　年22回
たつのこおはなしタイム　　年12回

第四次計画
季節や行事、開催するイベントに合わせて児童図書の展示を行います。
また、ホームページやSNSを活用して、青少年を含む子ども向けの本、子
育て中の保護者向けの本を紹介します。

令和８年度
取組計画
（案）

季節や時事、開催イベントに合わせて年12回の児童図書展示を実施しま
す。また、展示の様子をSNSで発信します。
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施策名
プレパパ・プレママへの読書啓発
（副担当：こども家庭センター）

項目 基本方針１－施策項目３－（２）－ ①

達成目標 ―

施策名 市立図書館司書の研修 項目 基本方針１－施策項目３－（２）－ ②

達成目標 研修会　10回参加

施策名 市立図書館団体貸出の実施と活用 項目 基本方針２－ ①

達成目標 ―

施策名
読み聞かせボランティアの活用・支援
（副担当：教育総務課）

項目 基本方針２－ ②

達成目標 講習会　2回開催

第四次計画
こども家庭センターと中央図書館が、マタニティライフに役立つ本のリス
トや、絵本を読む効果などを記載した読書案内を作成し、母子健康手帳の
交付時などに配布します。

令和８年度
取組計画
（案）

母子健康手帳交付時に「赤ちゃんがうまれる前に」（2版）のお勧め図書リ
ストを配布します。図書館の乳幼児対象イベント等でも参加者に紹介して
いきます。

第四次計画

茨城県図書館協会、同県内地区部会、（公社）日本図書館協会等が主催す
る研修会に参加します。
また、児童サービスの専門知識、子どもへの接遇スキルなどの向上を図る
ため、図書館内部で研修を行います。

令和８年度
取組計画
（案）

茨城県図書館協会、同県内地区部会、日本図書館協会等が主催する外部研
修会に参加します。また、eラーニング等を活用して児童サービス関連の研
修を受講し、スキルアップを図ります。

第四次計画

市立図書館では、市内の学校・幼稚園・保育園（所）・認定こども園・つ
ぼみ園・学童保育ルーム等へ団体貸出を実施します。
また、学校等では、子どもが本に出合う機会を提供するために、積極的に
団体貸出を活用します。

令和８年度
取組計画
（案）

市内の学校・幼稚園・保育園（所）・認定こども園・つぼみ園・学童保育
ルーム等へ団体貸出を実施します。また、学校図書館が必要とする資料に
ついて把握し、積極的に購入します。

第四次計画

学校では、読み聞かせを行う保護者や地域のボランティアが参加しやすい
環境づくりに努めます。
市立図書館では、おはなし会やブックスタートで読み聞かせ等を行う地域
のボランティアを活用するとともに、読み聞かせ方法や読み聞かせに向い
た本の選書等についてアドバイスや研修を実施し、活動を支援します。

令和８年度
取組計画
（案）

おはなしボランティア、学校おはなしボランティアの方々が参加できる研
修会を開催します。
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施策名
ブックスタートの実施
（副担当：健康増進課）

項目 基本方針２－ ③

達成目標 絵本、トートバック配布　250名

施策名 市立図書館の出前講座の実施 項目 基本方針２－ ④

達成目標 出前講座　3回開催

施策名
子ども読書の日、こどもの読書週間、読書週間の周知
（副担当：指導課、障がい福祉課、こども家庭センター）

項目 基本方針３－ ①

達成目標 春・秋イベント　2回開催

第四次計画
保健センターで実施する３～４か月児健康診査において、ブックスタート
を実施し、親子等で絵本を読むことで生まれる親子のふれあいの大切さに
ついて伝えます。

令和８年度
取組計画
（案）

3～4か月児健康診査時に絵本2冊とトートバック、図書館案内を配布しま
す。希望者には図書館会員カードを発行します。

第四次計画
小中学校等へ市立図書館の職員が出向き、本を読む楽しさを伝えながら、
学習・生活に役立つ本の紹介、図書館や本の利用方法について、説明を行
います。

令和８年度
取組計画
（案）

希望する学校・幼稚園等に図書館スタッフが出向いて講座やおはなし会を
開催し、図書館利用や本の紹介、読書の楽しさ等を伝えます。

第四次計画
学校・図書館等で、子ども読書の日、こどもの読書週間、読書週間のそれ
ぞれの趣旨に沿った事業を行い、ホームページやSNS等で情報を提供しま
す。

令和８年度
取組計画
（案）

春の「こどもの読書週間」、秋の「読書週間」に合わせてイベントを実施
し、ホームページやSNSでお知らせします。移動図書館車「たつのこぶっく
るん」を活用し、子どもと本の出会いのきっかけを生み出します。
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〈教育総務課の取組み〉

施策名 学校図書館の蔵書内容の充実 項目 基本方針１－施策項目１－（１）－ ①

達成目標 学校図書充足率100％以上

施策名
読書指導
（副担当：指導課）

項目 基本方針１－施策項目２－（１）－ ②

達成目標 学校図書館だより発行　年10回

施策名 学校図書館司書の研修 項目 基本方針１－施策項目３－（１）－ ②

達成目標
学校図書館司書全体会　年3回
小学校部会・中学校部会　各2回

第四次計画

学習課題に応じられる本を整備するとともに、茨城県や（公社）全国学校
図書館協議会等の推薦図書を参考にし、児童生徒のリクエストや図書委員
会の意見を取り入れる等、子どもの多様な興味や関心に対応していきま
す。
また、学校図書館ガイドラインに基づき、児童生徒の発達段階に応じて、
新聞を教育に活用するために新聞の複数紙配備に努めます。

令和８年度
取組計画
（案）

学校図書館図書標準に定める冊数を基準に、必要な選定を行いながら計画
的に図書の購入及び廃棄を実施し、学習課題や子どもの多様な興味や関心
に応じられる図書を整備します。

第四次計画
各学校では、教科等の指導と関連する読書指導を行うとともに、読書の楽
しさを味わえるよう、学校図書館蔵書などの推薦図書の紹介を行って、読
書活動の推進を図ります。

令和８年度
取組計画
（案）

各学校では、継続して「学校図書館だより」を発行し、推薦図書や人気の
本を紹介します。また、図書委員会が中心となったイベントの開催等、児
童生徒が読書に親しむ機会を増やします。

第四次計画
市立小中学校に学校図書館司書（会計年度任用職員）を配置し、資質向上
を図るため、学校図書館の運営に関する情報交換や研修を実施します。

令和８年度
取組計画
（案）

定期的に研修会を実施し、専門知識の向上に努めます。
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〈指導課の取組み〉

施策名 みんなにすすめたい一冊の本推進事業の実施 項目 基本方針１－施策項目２－（１）－ ①

達成目標
50冊以上の読書（小4～6年生）70％
30冊以上の読書（中1～3年生）25％

施策名 教職員の理解の促進 項目 基本方針１－施策項目３－（１）－ ①

達成目標 小中学校における校内研修実施率　100%

〈こども家庭センターの取組み〉

施策名 子育て支援センターにおける啓発活動 項目 基本方針１－施策項目２－（２）－ ①

達成目標 -

第四次計画
さんさん館子育て支援センターで、おはなし会を定期的に開催し、絵本の
紹介や読み聞かせの楽しさを伝えます。

令和８年度
取組計画
（案）

さんさん館子育て支援センターにおいて、季節の行事や日々のイベントの
中でお話の楽しさを伝えるほか、毎日大型絵本や紙芝居を読み聞かせを行
い、絵本に興味を持ってもらうよう取り組みます。

第四次計画
茨城県が、学校や家庭において読書活動を推進し、国語力の育成と心の教
育の充実を図ることを目的に実施している本事業を活用して、各学校にお
いて多読者の表彰を行います。

令和８年度
取組計画
（案）

茨城県の「みんなにすすめたい一冊の本推進事業」を活用し、学校図書館
の機能を生かして読書活動のより一層の推進を図ります。

第四次計画
子どもの読書活動や学校図書館に関する国や県の方針等を理解し、効果的
に読書指導を行うために、全教職員に対して校内研修等を実施します。

令和８年度
取組計画
（案）

学校図書館司書や司書教諭、学級担任、教科担任が連携を図りながら、校
内研修等を実施し、読書活動の推進を図ります。
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